
３章．（応用編）防災都市づくりを考えよう 

 

今後の安全・安心まちづくりの政策展開の基本的考え方の一つである「リスク情報の活

用と連携によるまちづくり」の推進に向け、２章では、防災まちづくりの推進方策につい

て、先進事例を交えながら紹介する。 

 

（１）防災まちづくり情報マップを用いて、防災上の課題や施策について検討しよう 

① 都市に関する情報の収集整理 
１章では、災害リスクがどこにあるかが分かるように、災害リスク情報と住宅地図等

の情報を重ね合わせた防災まちづくり情報マップを紹介したが、さらに防災都市づくり

を検討していくためには、様々な都市に関する情報と重ね合わせ、都市レベル、地区レ

ベルの施策の検証等に活用することが有効である。 
ここでは、都市に関する情報として、都市部局内で保有、利用可能な情報である都市

計画基礎調査の項目を示す。これらの情報については、都市部局としても利活用の自由

度の高い情報であり、データの所在を確認しておく必要がある。 
また、都市計画基礎調査における図面等の作成にあたっては、都市レベルの範囲とな

るため、10,000 分の 1 から 25,000 分の 1 といった小さな縮尺での作図が多く、建物の

構造・階数等は 2,500 分の 1 といった地区・街区レベルで作図される。 
また、表に示す項目以外にも、各都道府県・市区町村で適宜調査項目が追加されてお

り、図面等のデータについても GIS 等で整理されている。なお、GIS で整備されてい

るものについては、可能な範囲で GIS データとして入手しておき、公表段階において

も GIS の形式で提供できるようにしておくことが望ましい。 
 

表 都市計画基礎調査における調査項目 

調査項目 
作成の有無 

調書 図面 縮尺 
１ 人口 1) 人口規模    
  (1) 人口総数及び増加数 ○ ―  

  (2) 人口増減の内訳 ○ ―  
  (3) 人口の将来見通し ○ ―  
 2) 人口分布    

  (1) 市街地区分別人口 ○ ―  
  (2) 地区別人口 ○ ―  
  (3) 地区別人口密度現況 ― ○ 25,000 

  (4) 地区別人口密度増減 ― ○ 25,000 
 3) 人口構成    
  (1) 年齢・性別人口 ○ グラフ  

  (2) 産業大分類別人口 ○ ―  
  (3) 職業第分類別人口 ○ ―  
 

 (4) 流出･流入別人口 ○ ○ 
適当な 

スケール 

２ 産業 (1) 産業大分類別事業所数及び従業者数 ○ ―  

 (2) 産業中分類別工業出荷額 ○ ―  
 (3) 産業中分類別商業販売額 ○ ―  

３ 住宅 (1) 地区別住宅の所有関係別世帯数 ○ ―  

 (2) 地区別持家率 ― ○ 25,000 
 (3) 地区別普通世帯の畳数 ○ ―  
 (4) 地区別普通世帯の一人当たり畳数 ― ○ 25,000 

 (5) 住宅状況の市町村単位でのマクロな把握 ― グラフ  

４ 土地利用・ 1) 地形条件    

土地利用  (1) 地形及び水系 ― ○ 10,000 
条件 2) 土地利用    

  (1) 土地利用状況 ― ○ 10,000 

  (2) 土地利用別面積 ○ ―  
  (3) 市街地の進展状況 ○ ○ 10,000 
  (4) 国公有地現況 ○ ○ 10,000 

  (5) 非可住地現況 ○ ○ 10,000 
 3) 宅地開発等の状況    
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調査項目 
作成の有無 

調書 図面 縮尺 
  (1) 宅地開発等の状況 ○ ○ 25,000 

  (2) 面整備実績 ○ ―  
  (3) 農地転用状況 ○ ―  
  (4) 市街化調整区域内開発 ○ ○ 10,000 

  (5) 宅地開発区域内の市街地形成 ○ ―  
 4) 農林漁業に関する土地利用    
  (1) 農地･山林現況 ○ ○ 10,000 

  (2) 農林漁業関係施策 ○ ○ 10,000 
 5) 災害及び公害    
  (1) 既往水害の分布 ○ ○ 10,000 

  (2) 既往火災の分布 ○ ○ 10,000 
  (3) 公害現況 ○ ○ 10,000 
 6) 法適用状況    

  (1) 法適用現況 ○ ○ 25,000 
  (2) 再開発･高度利用 ― ○ 10,000 
  (3) 条例･協定等 ○ ○ 10,000 

  (4) 地区計画等 ○ ○ 10,000 

５ 建物 1) 建物用途別現況    
  (1) 建物用途別現況 ― ○ 2,500 

  (2) 建物特定用途の分布状況 ― ○ 10,000 
 2) 建物新築状況    
  (1) 地区別新築状況 ○ ○ 10,000 

 3) 中心市街地の建物現況    
  (1) 建物構造別，階数別現況 ○ ○ 2,500 
  (2) 地区別建ぺい率現況 ○ ○ 25,000 

  (3) 地区別容積率現況 ○ ○ 25,000 
  (4) 地区別用途別の建物述べ床面積現況 ○ ―  
  (5) 建物年齢別現況 ○ ― 10,000 

  (6) 建物１階部分の用途別現況 ○ ― 2,500 

６ 歴史 1) 都市形成の沿革    

  (1)市街地の形成 ― ○ 10,000 
  (2)都市計画及び都市開発年表 ○ ―  
 2) 景観･文化財等の分布    

  (1)良好景観要素の分布 ― ○ 10,000 
  (2)文化財等の分布 ○ ○ 10,000 

７ 都市の緑 1) 土地の自然的環境    

  (1) 気象調査 ○ ―  
  (2) 地質土壌調査 ― ○ 10,000 
  (3) 植生調査 ○ ○ 10,000 

  (4) 動植物調査 ― ○ 10,000 
  (5) 緑地調査 ○ ○ 10,000 
 2) レクリエーション施設 ― ○ 10,000 

８ 地価  (1) 地価分布 ― ○ 25,000 
  (2) 地価の変動 ○ ―  

９ 施設  (1) 都市施設の整備状況 ○ ○ 25,000 
  (2) 道路網 ― ○ 10,000 
  (3) 下水道網 ― ○ 10,000 

  (4) 上水道の整備状況 ― ○ 25,000 

１０ 交通 1)自動車交通    

 
 (1) ゾーン間自動車交通量 ― 図 

適当な 
スケール 

 
 (2) 主要道路断面交通量 ― 図 

適当な 

スケール 
 2) 交通施設の利用状況    
  (1) 主要駅乗降人数 ○ ―  

  (2) バス交通 ― ○ 10,000 

出典：都市計画基礎調査実施要綱（旧建設省都市局都市計画課・昭和 62 年 1 月） 
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コラム 国土交通省国土地理院の数値地図情報を活用する 

 

国土交通省国土地理院では、以下の地域において、災害リスク情報として活用できる「土

地条件図」や「活断層分布図」の数値地図情報を公表している。また、自治体担当者のため

の防災地理情報利活用マニュアル（案）も作成している。 

 
土地条件図の整備状況 

国土交通省国土地理院の以下のホームページで数

値地図や手引き、また、国土地理院では基盤地図情報

（５ｍメッシュ標高点のデータや、全国の都市計画区

域を対象とした縮尺レベル 2500 の地図データ）を整

備しており、これらのデータも背景図として利用（ダ

ウンロード）できる。 
 
土地条件図 
http://www.gsi.go.jp/bousaichiri/lc_index.html 
 
活断層図 
http://www1.gsi.go.jp/geowww/bousai/menu.html 
 
自治体担当者のための防災地理情報利活用マニュアル 
http://disapotal.gsi.go.jp/totijouken/manual.pdf 
 
基盤地図             
http://www.gsi.go.jp/kiban/index.html 

自治体担当者のための防災地

理情報利活用マニュアル（案）
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② 重ね合わせの基本的なパターン 
ここでは、災害リスクに対応する施策の検討を行うための基本的な重ね合わせのパタ

ーン３例を示す。まずは基本的なパターンの防災まちづくり情報マップにより検討を行

い、慣れてきたら、これらのパターン以外の重ね合わせを独自に検討していくことが考

えられる。 
なお、重ね合わせる災害リスク情報等についても、もともと都市部局で保有している

災害リスク情報だけでなく、地域住民等が保有する災害リスク情報（第４章参照）や関

係部局が保有する災害リスク情報（第５章参照）も収集し重ね合わせることも考えられ

る。 
１）建物倒壊リスクの高い地区の抽出と建物の耐震化対策に係る施策検討 

 
 
  
          

 

 

 

２）洪水浸水リスクの高い地区の抽出と建物の耐水化対策の検討 

 
 
  
          

 

 
 

３）津波浸水リスクの高い地区の抽出と建物の耐浪化対策に係る施策検討 

 
 

 

 

 

＜参考事例＞ 

→６章（１－１５、１６） 

（２－１４～１７、１９～２０） 

（３－１２） 

（４－１） 

都市に関する情報 

例）土地利用現況図

（建物の構造） 

 

課題抽出・対応施策の検討 

例）建物倒壊リスクの高い

地区の抽出と建物の耐震化

対策に係る施策検討 

災害リスク情報 

例）想定震度階 

（揺れやすさマップ） 

＋ 

重ね合わせ 

都市に関する情報 

例）土地利用現況図

（建物の構造・階数） 

 

課題抽出・対応施策の検討 

例）洪水浸水リスクの高い

地区の抽出と建物の耐水化

対策に係る施策検討 

災害リスク情報 

例）公開されている洪

水ハザードマップ（浸水

深） 

＋ 

重ね合わせ 

課題抽出・対応施策の検討 

例）津波浸水リスクの高い

地区の抽出と建物の耐浪化

対策に係る施策検討 

＋ 

重ね合わせ 

都市に関する情報 

例）土地利用現況図

（建物の構造・階数） 

 

災害リスク情報 

例 ） 津 波 浸 水 予 測 図

（浸水深） 
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     ③ 都市レベルの施策の検証 

都市レベルの施策については、既往の防災都市づくりに関する計画上の各地域

の位置づけについて、全市的な施設整備に関する現況・計画等と当該施設の整備

前後における統計データ等比較するなどにより、施策実施による効果検証を行う

ことができる。効果検証の際に、重ね合わせ図の比較などにより、災害リスクの

低減などの視覚化を行うことも考えられる。 

 

（第５回地域危険度＜火災危険度＞ランク図） 

 

（第６回地域危険度＜火災危険度＞ランク図） 

図 東京都地域危険度測定調査における整備地域（   ）の危険度の比較 

（出典：東京都ホームページより） 

＜参考事例＞ 

→６章（２－１０～１１） 
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都市的土地利用の区域

自然的土地利用の区域

新たに都市的土地利用
を推進する地区

新たな土地利用の可能
性を検討する地区

・都市計画マスター
プラン

＜紙ベース＞

＋

・推定津波浸水域
・延焼危険度

・地震動・液状化
・建物倒壊危険度

・山・崖崩れ建物被害率
＜紙ベース＞

＜マップの重ね合わせ＞

地震動・液状化被害率の高い地
区における開発時の宅地・建物
の耐震化の推進（新たな土地利
用の可能性を検討する地区）

津波による浸水リスクの高
い地区における浸水・避難
対策の取り組み推進（都市
的土地利用を図る区域）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 都市計画マスタープランにおける土地利用の方針図と 

地震・津波に係る災害リスク情報（危険度）との重ね合わせ図の作成 

（静岡県沼津市におけるケーススタディ） 

-26-



 

④ 地区レベルの施策の検証 

地区レベルの施策については、対象範囲が限定されていれば、地区内の 新の

現況調査を実施し、防災まちづくりに関する施策の実施前後の比較を行うほか、

複数の想定レベルに対応した災害リスク情報の比較や地区内の施設整備のレベ

ルを段階的に比較できる重ね合わせ図を作成し、より具体的な施策の実施に向け

た検討を進めていくことが可能である。 
 

 
 

図 津波浸水区域図と従来の避難経路を重ね合わせて避難経路を整備した事例（岩泉町） 

 

＜参考事例＞ 

→６章（２－２１） 
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図 市街地整備のレベルを複数設定し、避難時間の改善に寄与する効果を比較検討 

（徳島県美波町におけるケーススタディ） 

現状での避難困難度と
土地利用の重ね合わせ

・現地調査によ
る土地利用現

況図
＜紙ベース＞

・航空写真
（GISデータ）

・道路台帳
＜紙ベース＞

＋

道路ネットワークを考
慮した 終避難先ま

での距離（時間）
＜GISデータ＞

都市計画道路（未整備）沿道
の老朽建物の除却を推進し
た場合の避難困難度と土地

利用の重ね合わせ

土地利用現況（空き家・空き
地等の低未利用地）と避難困
難度の重ね合わせにより、避
難経路沿道の老朽建物除却
による、避難距離の短縮に寄
与する効果を検証する

低未利用地
（駐車場）

空き家

低未利用地
（空地等）

凡 例
0～80m
～160m
～240m
～320m
～400m
～480m

～560m
～640m
～720m
～800m

800m以上

ゴール

老朽建物除却により、
避難距離（または時間）

が短縮される地区

老朽建物除却により、
避難距離（または時間）

が短縮される地区

＜マップの重ね合わせ＞ 
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⑤ 施策の効果検証方法について 

 

１）重ね合わせ図の更新による施策の対応状況の空間的な整理 

新たな災害履歴の追加、市街地の状況の変化、公共施設の整備状況等、災害リ

スク情報と都市に関する情報の定期的な更新を行い、新たな重ね合わせ図として

更新することで、施策の対応状況を時系列的に整理することができる。 
 

２）分かりやすい指標を用いた定量的な評価検証 

重ね合わせ図だけでは、リスクが顕在する地区の空間分布を示すのみにとどま

ることがあるため、分かりやすいアウトカム（成果量）を示す指標を用いた定量

的な評価検証方法を事前に定めておく必要がある。 
 

【アウトカム指標の設定例】 
□ 避難施設や防災拠点の整備率の検証（カバーエリアや充足率等） 
□ 物理的な効果を示す指標の設定（避難困難度（避難時間・距離等）の低減） 
□ 統計データを踏まえた実施効果の検証（例：地区の建物棟数・人口・世帯

数等） 等 
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（２）防災都市づくり計画の策定 

 

これまでの防災都市づくり計画は、主として市街地大火を念頭に置いた震災対

策の観点から、独立した行政計画として地方公共団体において策定されてきた。

しかしながら、対象とする災害リスクの性格上、計画を策定する地方公共団体が

大都市及びその周辺都市に限られるなど、十分な展開を見ていない状況にある。

また、計画を策定するための負担が大きい、災害リスク情報の分析に専門的な知

見を要するなど、地方公共団体が計画策定に容易に着手できないといった阻害要

因も存する。 
そのため、（２）で述べた多様な災害リスクを念頭に置いた都市防災構造化の

マスタープランとして一層の展開を図るため、以下のような柔軟な策定パターン

を示す。 
 

① 災害リスクに応じた独立した行政計画として策定するパターン 

 これまでと同様に独立した行政計画として策定する。その際、「震災対策編」、

「水害対策編」、「津波災害対策編」等の多様なバリエーションが考えられ、地域

が直面する災害リスクに応じて着手可能なものから着手する。計画は、必ずしも

目次構成案に従って全てを一括して策定する必要はなく、例えば特定の災害リス

ク情報の整理とそれに対応する施策の整理を行うことから着手してもよい。また、

対象区域の捉え方も行政区域単位でもよいし特定の地区単位でもよい。 
  

 １）防災都市づくり計画に定める基本的項目 

防災都市づくり計画に定める基本的項目として、目次構成の例を次頁に示す。 
ただし、当座、策定できる計画の範囲や掲載可能な施策が限定的で当初は、基

本方針や短期的な取り組みに限定した施策にとどまる計画であったとしても、先

ずは、そのような前提として防災都市づくり計画として大枠を整理し、今後の更

新時期に課題整理や対応施策の充足を図りつつ記載を充実していく方法も考え

られる。 
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② 重ね合わせ図の作成・分析による課題の抽出・整理 
 
第３章 防災都市づくりの基本方針と関連施策 
（１）都市レベルの基本方針 
  ① 防災都市づくりの目標と都市の将来像 
  ② 防災都市づくりの基本方針（テーマ別課題への対応方針） 
  ③ 関連施策（計画・事業）の推進【全市的な取り組み】 
（２）地区レベルの基本方針 
  ① 地区防災まちづくりの基本方針 

② 関連施策（計画・事業）の推進【地区別の取り組み】 
  ③ 地区防災まちづくりの推進体制 
 
第４章 計画の評価（ＰＤＣＡ） 
  ① 計画の検討・更新体制 

② 定期的な施策の評価手法 
 

資料編 検討体制、検討に用いた関連図面・統計集 
 

 

図 防災都市づくり計画の目次構成の例

都市レベルのリ
スク情報の活用

地区レベルのリ
スク情報の活用 

リスク情報から対
応施策への反映 

具体的な関連施策が定まら
ない場合、リスク情報に対応
した基本方針のみの公表に
とどめることも可能とする 

リスク情報から対
応施策への反映 

注目すべきリス
ク情報の絞込み 
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２）計画の前提条件・目標を定める 

防災都市づくり計画の検討・作成においては、先ずは、当該計画において前提

とする想定災害やそれに対応した減災目標等を設定する必要がある。 
想定災害については、地域防災計画等に定められた内容と整合を図り、減災目

標や計画の理念については、防災計画に関するアクションプランやまちづくりに

関する基本計画等に定めた目標・方針を参考にすることが考えられる。 
 

３）都市レベル及び地区レベルの課題を抽出し、都市の将来像や必要な施策を検討

する 

防災都市づくりにおける都市レベル・地区レベルの課題抽出や都市の将来像を

検討する際には、以下の手順で情報を収集し、分析による課題抽出や対応施策の

検討を進めていく。 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 防災都市づくり計画の取りまとめ手順 

 

４）災害リスクを低減するために必要な施策の整理・検討 

防災都市づくり計画は、都市計画課をはじめとする都市部局が策定を担当する

ことから、対象とする施策は、都市部局が所管する計画・事業・制度を中心とな

ると想定されるが、災害種別や災害リスク情報に対応した施策として、必要に応

じて他部局の施策も含めて整理することが有用である。 
都市部局や関連部局の防災都市づくりに係る施策一覧を災害種別及び対象レ

ベル（都市レベル・地区～街区レベル）を踏まえて次頁に整理する。 

多様な災害リスク情報の収集（例：

震度階、津波浸水予測、洪水・内水・

土砂災害ハザードマップ、既往の災

害実績等、全市的なエリアをカバー

する既に公表されている入手しや

すい災害リスク情報） 

■想定する災害リスク情報の収集 

■上位・関連計画に位置づけた地域の

課題（地域特性）や既往の施策の整

理 

■災害リスク情報と既往計画（地域の

課題・取り組み方針）との重ね合わ

せ図（都市レベル・地区レベル）の

作成 
災害リスク情報と都市に関する情

報との重ね合わせ図の作成により、

防災上課題のある地域や地区を抽

出し、今後の防災対策に係る対応課

題やハードとソフトの施策・取り組

みについて検討 

■防災都市づくりの視点からみたこ

れからの防災都市づくりの方向性

（都市の将来像）や対応策の検討・

整理 

■防災都市づくり計画としてとりまとめ 
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表 防災都市づくりに係る施策一覧 
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５）上位・関連計画と関連・位置づける 

 

防災都市づくり計画の策定に際し、都市部局内で整合を図るべき関連計画

として、都市計画区域マスタープランや市町村都市計画マスタープランがあ

げられるが、そのほかにも防災計画（地域防災計画、地震防災戦略、津波防

災地域づくりに係る推進計画等）や水害に強いまちづくり計画、その他上位

計画・各種まちづくり計画等との整合を図りつつ相互に内容を反映させてい

くことが有用であり、防災都市づくり計画の実効性を高めていくことにもつ

ながる。 
また、防災都市づくり計画として独立した計画の検討策定が困難な場合に

おいては、都市計画マスタープランの中で、掲載可能な範囲で同様の内容を

示したり、また、防災都市づくりに係る課題と取り組み方針を簡単なリーフ

レットにとりまとめ、関連計画の公表時に併せて示す資料とすることも考え

られる。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 上位・関連計画や各事業と整合・反映を図る 

 

 総合計画・基本計画、
復興構想・方針 

（政策・企画部局）

 

 

 

 

 

 

各計画の実施

計画・事業計画 

等 

都市計画区域マスター
プラン・都市計画マスタ

ープラン・復興計画 
（都市政策・都市整備

部局） 

 

 

防災都市づくり計画 

地域防災計画

（防災・消

防・危機管理

部局） 

 

 

 

 

五箇年計画・地

震防災戦略・そ

の他アクション

プラン 等 

分野別防災まちづく
り関連計画 

（防災・危機管理部
局、福祉部局、農政
部局、その他まちづ

くり関連部局） 

水害に強いまちづくり
計画・浸水対策に関す

るマスタープラン 
（河川・下水道部局）

津波防災地域

づくりに係る推

進計画 

（防災・ 

危機管理部

局） 

【都市部局】 

（都市政策・都市整備） 

防災都市づくりに関

する課題と取り組み
方針を示した簡単な
リーフレットの作成

（上位・関連計画の公
表時に併せて示す） 

代用

掲載
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防災都市づくり計画は、独立した計画とする場合、概ね以下の内容で構成

する。また、都市計画マスタープランの中に掲載する場合においても、防災

上の課題や基本方針、対応施策・取り組みを示していく必要がある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 防災都市づくり計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 都市計画マスタープランの分野別方針（安全まちづくりの方針）として、 

震災・水害に係る方針図を示した事例（東京都葛飾区） 

（出典：葛飾区都市計画マスタープランより） 

４．計画の評価・検証 

３．防災都市づくりの基本方針と関連施策 

２．都市レベル及び地区レベルの課題抽出 

１．防災都市づくり計画の理念と位置づけ・前提

計画の理念、対象災害
や関連計画との位置づ
けなどを明示する 

災害リスク情報と都市に
関する情報を活用し、防
災上の課題を抽出・整理
する 

都市の将来像と基本方
針、災害リスク情報に対
応した施策・取り組みを
整理する 

災害リスク情報や都市に
関する情報の更新、施策
の検証を行う 

都市計画マスタープランの中
で防災都市づくりを掲載する
場合の記載内容 

安全まちづくり方針図（水害） 安全まちづくり方針図（震災） 

-35-



 

② 都市計画マスタープラン等における都市防災に関連する記述に反映するパターン 

 

地方公共団体によっては、独立した行政計画として策定することが難しい場

合も考えられる。そのような場合には、市町村マスタープランや都市計画区域

マスタープランにおいて防災面からみた都市像や都市防災関連施策を既に提示

している場合があり、それらの記述の充実を図ることをもって「防災都市づく

り計画」を実質的に策定したとみなすこともできる。 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 都市計画マスタープランの全体構想・方針図における 

「浸水対策地区」の位置づけ・反映（愛知県岡崎市） 

（出典：岡崎市都市計画マスタープランより） 
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（３）防災都市づくり計画の検討体制 

① 部局間で相互に必要とする情報についてリクエストを行う 

都市部局が保有する都市に関する情報は、他部局にとっても課題抽出や施

策・取り組みの検討に用いられる重要な情報である場合が多い。都市部局か

ら他の部局に災害リスク情報や都市に関する情報の提供をリクエストする際

には、分析結果から副次的に得られる成果などがあれば、提供元の部局に還

元可能であることもＰＲすることで、庁内の協力関係を強化することができ

る。 
 

② 横断的な検討・協議体制をつくる 

都市部局が行う災害危険度判定調査や各種シミュレーションの実施段階に

おいても、統計データや施設現況データの収集過程において、関係部局と連

携が必要となる場面がある。このような調査段階から、関係部局が保有する

災害リスク情報を早期に収集し、様々な災害を想定した課題抽出ができるよ

う、庁内連絡調整を円滑に行える検討・協議組織を立ち上げておくことが必

要である。 
また、都市部局が行う防災都市づくり計画や都市計画マスタープラン等の

策定段階においても、当面の短期的取り組みから中長期的な取り組みに至る

まで、関係部局と連携が必要な総合的な施策検討が行えるように、災害危険

度判定調査や各種シミュレーション実施時の検討・協議組織を発展させて、

継続的に運営できる体制づくりを行うことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 災害危険度判定調査にかかる協議検討体制と庁内・地域における検討経緯（茅ヶ崎市） 

庁内の横断的な検討組織づくり 

による検討体制の整備 

地域危険度の公表と 

防災上課題のある地区の抽出 

地域として、個人として災害に強いまちを

つくるために、何をするべきかを議論し、

終的には「アクションプログラム」を作成 

（地域住民・中学生・関係課職員等が参加

するワークショップ・シンポジウムの開催） 

庁内検討段階 

（～平成 20 年度） 

地域における検討 

（平成 21～23 年度） 

関係部局からの

災害リスク情報

等の情報収集 

・都市部都市政策課 
・市民安全部防災対策課 
・保健福祉部障害福祉課 
・保健福祉部高齢福祉介護課 
・都市部建築指導課 
・消防本部警防課 
・教育委員会教育推進部学校
教育指導課 
が地域のワークショップに参加 
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③ 既往事業の活用 

 

災害危険度判定調査は、都市防災総合推進事業の補助対象となっており、調

査に併せて、対応する施策をとりまとめ、防災都市づくり計画を策定していく

ことができる。 
 

都市防災総合推進事業 

（社会資本整備総合交付金／地域自主戦略交付金の基幹事業） 

 

○災害危険度判定調査 

[目的] 
 地震等による都市災害に対して、防災上重点的かつ緊急に整備を要する地
域を明確にして、これを公表することにより、住民が自らが住んでいる地域
の災害に対する危険性への認識を深め、住民主体の防災まちづくり活動の気
運を高める。 
[交付対象] 
 建物倒壊や火災の危険性、消防活動・避難の困難性など市街地の災害危険
度判定に関する調査 

（対象地域） 
大規模地震発生の可能性の高い地域、三大都市圏の既成市街地等、政令指

定都市、道府県庁所在都市、ＤＩＤ地区 
[事業主体] 
 都道府県、市町村 等 
[交付率] 
 １／３ 
[その他] 
 補助限度額なし 

 

 

④ 継続的な計画の更新・反映 

防災都市づくり計画は、都市計画マスタープラン等と同様に、災害リスク情

報の更新や市街地状況の変化、施策の見直し等に応じて、継続的に更新・反映

を行っていくものとする。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 防災都市づくり推進計画（東京都 Ｈ２２年１月）における 

不燃領域率の進捗管理 

（出典：東京都 防災都市づくり推進計画・整備プログラムより） 

・東京都においては、平成７年度に「防災都市づくり推

進計画」（平成１５年度改定）を策定。 

・計画に基づき事業や規制誘導策を重点的に実施して

きたことにより、不燃領域率が平成８年から１８年まで

の１０年間で８パーセントポイント上昇するなど、市街

地の防災性が着実に向上している。 

・この結果を踏まえ、平成２２年の改定の際には、これ

までの目標を５パーセントポイント上回る目標を設定し

ている。 
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